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「ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議」案が 

知多市議会本会議に上程されます 
 

 

 

 

１ 決議案の趣旨 

 ・ロシアの行動は、武力の行使を禁ずる国際法違反であるとともに、武力による威嚇及び武

力の行使を禁ずる国連憲章に反する行為であり容認できない。 

 ・また、原子力発電施設への攻撃は、人々を放射線被曝の危険にさらし、地球環境に対して

も壊滅的な影響を及ぼしかねない暴挙であり、許してはならない。 

 ・本市議会は、ウクライナへのロシア軍による侵略を強く非難するとともに、ロシアに対し

即時に軍事行動を停止し、無条件で軍隊を撤退させるよう強く求める。また、国において

は、ウクライナに在住する邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、国際社会とも連携

し、事態の収拾に向け迅速かつ厳格な対応を行うよう、強く求める。 

 

２ 今後の予定 

決議案は３月９日（水）の本会議に上程され、同日中に審議・採決されます。可決された

場合は、政府の関係行政庁に対して決議の内容を送付します。 

 

議会事務局  担当：田口 
（０５６２－３６－２６８５） 

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、本市議会の３会派（創政会、市民クラ

ブ、公明党・保守連合会）から「ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議」案が議長

に提出されました。同決議案は、３月９日（水）の本会議に上程されます。 


